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1  ⾏動計画の概要  

1.1  印旛沼流域⽔循環健全化計画及び⾏動計画の位置づけ  

印旛沼流域⽔循環健全化会議（以下、「健全化会議」という。）は、印旛沼・流域の再⽣に
向けて、2010(平成 22)年 1 ⽉に「印旛沼流域⽔循環健全化計画（以下、「健全化計画」とい
う。）及び「第１期⾏動計画（案）（以下、「第１期⾏動計画」という。）」を、2017（平成
29 年）3 ⽉に「第２期⾏動計画」を策定しました。 

また、2014(平成 26)年 7 ⽉の⽔循環基本法の施⾏及び同年７⽉の⽔循環基本計画の閣議決定
を受け、2017(平成 29)年 1 ⽉に、健全化会議及び健全化計画・第 2 期⾏動計画を、⽔循環基本
計画に基づく流域⽔循環協議会及び流域⽔循環計画として位置づけました。 

健全化計画は、2030(令和 12)年度を⽬標年次として、印旛沼・流域再⽣の基本理念や⽬標を
定めたマスタープランであり、⾏動計画は、健全化計画に基づき、おおむね５ヶ年を期間とし
て、具体的な対策等を定めたアクションプランとなっています。 

健全化計画では、⾏動原則として「印旛沼⽅式」が位置づけられており、「みためし⾏動」の
考え⽅に基づき、取組の実施状況や⽬標の達成状況を常に確認しながら、社会情勢の変化や地域
ニーズ、新たな科学的知⾒等も踏まえつつ、計画を随時⾒直していきます。 

さらに、計画の実効性を⾼めるため、県・流域市町の総合計画やまち・ひと・しごと創⽣総
合戦略、環境基本計画、印旛沼に係る湖沼⽔質保全計画（第 8 期）等の関連計画との整合性を確
保します。 

 

 
▲印旛沼流域⽔循環健全化計画／⾏動計画と関連計画の関係  
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■印旛沼流域⽔循環健全化計画の概要 
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印旛沼・流域の再⽣⽬標

⾏動原則 〜印旛沼⽅式〜

⽬標 1 ︓良質な飲み⽔の源印旛沼・流域
印旛沼は、多くの千葉県⺠の⽔道⽔源です。命の源である⽔源が良好に保たれる印旛沼・流域を⽬指します。

⽬標 2 ︓遊び、泳げる印旛沼・流域
かつて、印旛沼や河川は、⼦どもたちの遊び場でした。
⼈々が⽔にふれあい、遊ぶことのできる、⽔が清らかな印旛沼・流域を⽬指します。

⽬標 3 ︓ふるさとの⽣き物はぐくむ印旛沼・流域
かつて、印旛沼や流域では、多様な⽣き物がはぐくまれていました。印旛沼の⽔質悪化や流域の都市化、外来
種の侵⼊等により、沼本来の⽣き物が減少しています。多様な⽣き物を呼び戻し、ふるさとの⽣き物が⽣息・
⽣育できるような印旛沼・流域を⽬指します。

⽬標 4 ︓⽔害に強い印旛沼・流域
かつて、印旛沼・流域は、洪⽔による⼤きな被害を受けてきました。今でも⼤⾬の時には、浸⽔被害等が⽣じ
ています。⼤⾬でも⼤きな被害を出さない、⽔害に強い印旛沼・流域を⽬指します。

⽬標 5 ︓⼈が集い⼈と共⽣する印旛沼・流域
印旛沼・流域は、私たちに様々な恵みを与えてくれます。それを再認識し、地域の宝としてはぐくんでいきま
す。⼈々が集まり、⼈々とともに⽣きていく、活⼒と誇りにあふれる印旛沼・流域を⽬指します。

⽬標達成のための⾏動原則「印旛沼⽅式」として次の5 つを定めています。

⽔循環の視点、流域の視点で総合的に解決します1 印旛沼とその流域全体での視点、治⽔・⽔質・⽣態系・親⽔利⽤等の総合的な⽔循環の視点から、
恵みの沼の再⽣を⽬指します。

印旛沼の地域特性を活かします2 印旛沼流域内の都市域や農村域等、それぞれの地域の特徴を踏まえて取組を進めます。

みためし⾏動で進めます3 作成した計画の実⾏状況や⽬標の達成状況を常に確認しながら、計画を進めていきます。つくった
ら終わりの計画ではなく、必要に応じて計画を点検し、⾒直します。

住⺠と⾏政が⼀体となって進めます4 住⺠・市⺠団体・企業・⾏政等がともに⼿を携えて計画を実践します。流域住⺠は様々な取組やモ
ニタリング調査等で、幅広く計画の実施に参加します。⾏政は、住⺠の意識啓発や、住⺠・企業・
⾏政連携の対策を進めます。さらに、⽔循環健全化に向けたアイデア・提案を広く住⺠から募集す
る仕組みをつくります。

⾏政間の緊密な連携を確保します5 流域市町・千葉県・国が、また、河川・環境・農林⽔産・上下⽔道・都市・教育等の各担当部局が、
⽔循環健全化のために横断的に協⼒して計画を実践していきます。
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1.2  計画期間  

「健全化計画」の計画期間は、2009(平成 21)年度から 2030(令和 12)年度までとしています。
「⾏動計画」は、「健全化計画」の計画期間を約 5 年ごとに区切り、各期で策定することとして
います。 

第 3 期⾏動計画は、2021(令和３)年度から 2025(令和 7)年度の 5 年間を計画期間とします。 
 

 

▲健全化計画及び⾏動計画の計画期間 
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1.3  印旛沼とその流域  

(1) 印旛沼・流域の概要 

印旛沼は、千葉県北⻄部、都⼼から 50km 圏内、成⽥国際空港から 20km 圏内の位置にあり
ます。流域⾯積は 541km2 で、千葉県⾯積の約 1/10 を占め、13 市町にまたがる流域です。 

貯⽔量は関東地⽅で第４位であり、年間約 2.5 億 t の⽔が上⽔・⼯業⽤⽔・農業⽤⽔に使われ
るなど、県内の⽣活や産業を⽀える重要な⽔がめです。 

沼は、北印旛沼と⻄印旛沼に分かれており、⻄印旛沼は⽐較的利⽤が盛んな⼀⽅、北印旛沼
は⿃類のサンクチュアリになっているなど、貴重な環境が残されています。 

 

 
※流域⼈⼝は湖沼⽔質保全特別措置法に基づく指定地域内の⼈⼝で、⻑⾨川流域は含まれません。 
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(2) 流域の地形 

流域の地形は、台地（下総台地）とこれが侵⾷された「⾕津
や つ

」と呼ばれる浸⾷⾕が台地に
枝状に⼊り組んだ、印旛沼流域特有の地形となっています。台地や斜⾯に降った⾬が地下に
浸透し、これが⾕津等において湧⽔として湧き出し、印旛沼の主要な⽔源となっています。 

印旛沼に流れ込む河川のうち、最⼤の河川は⿅島川で、流域の約 1/3 を占めています。 
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(3) 流域の変化と課題 

印旛沼流域の⼟地利⽤は、⾸都圏に近く千葉ニュータウン等が位置している⻄側は、道路
や市街地・宅地等都市的な⼟地利⽤の割合が⾼く、流域の南側は⼭林や農地の占める割合が
⾼くなっています。流域では、戦後の⾼度成⻑とともに⼈⼝が増加し、特に流域の⻄側を中
⼼に開発が進んだ結果、都市的な⼟地利⽤の割合が増加しました。 

⼟地利⽤の変化によって、⾬⽔が地下に浸透しにくくなり、降⾬時に流出しやすくなった
結果、洪⽔リスクの増加、湧⽔の減少などの⽔循環の変化が⽣じました。また、印旛沼や河
川の⽔質悪化、⾕津・⾥⼭等の環境悪化、⽣態系の劣化などの課題が顕在化しました。 

健全化会議では、これらの課題を解決するため、健全化計画を策定し、印旛沼・流域の創
⽣を⽬指して、取組を進めています。 

 
▲印旛沼流域の⼟地利⽤の変化 

 
▲印旛沼流域の⼈⼝と負荷量・⽔質の推移 
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コラム︓⽔循環基本法・⽔循環基本計画 

⽔循環に関する施策については、健全な⽔循環の維持⼜は回復という⽬標を共有
し、これら個別の施策を相互に連携・調整しながら進めていくことが重要であり、ま
た、政府全体で総合的に調整しながら進めていくことが必要となる施策も多いことか
ら、2014(平成 26)年７⽉に⽔循環基本法が施⾏されました。また、同法の下で、⽔循
環に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定される⽔循環基本計画で
は、2020(令和 2)年 6 ⽉の⾒直しにおいて、「流域マネジメントによる⽔循環イノベ
ーション」や、「健全な⽔循環への取組を通じた安全･安⼼な社会の実現」などが盛り
込まれました。 

 
出典︓新たな⽔循環基本計画について，内閣官房⽔循環政策本部事務局 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲流域マネジメント事例集 

健全化会議及び健全化計画・⾏動計画は、⽔
循環基本計画に基づく流域⽔循環協議会及び流
域⽔循環計画として位置づけられています。 

印旛沼・流域での取組は、内閣官房⽔循環政
策本部事務局が作成・公表している「⽔循環⽩
書」や「流域マネジメント事例集」等におい
て、「流域マネジメント」の先進事例として取
り上げられています。 
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2  第２期⾏動計画における⽬標達成状況  

健全化計画では、恵み豊かな印旛沼・流域の再⽣に向けて、5 つの⽬標を掲げています。この
⽬標の達成状況を評価するための評価指標と⽬標値を設定し、⽬標の達成状況を評価すること
としています。 

第 2 期⾏動計画の計画期間終了時である 2020（令和 2）年度における９つの評価指標の⽬標
値達成状況と、それらを踏まえた５つの⽬標の達成状況は、以下のとおりです。 

５つの⽬標の達成状況 
(第２期の期間︓2016 ( 平成 28)年〜2020 (令 和 2)年度)  

 

良質な飲み⽔の源 
印旛沼・流域 

遊び、泳げる 

印旛沼・流域 

ふるさとの 

⽣き物はぐくむ 

印旛沼・流域 

⽔害に強い 

印旛沼・流域 

⼈が集い、 

⼈と共⽣する 

印旛沼・流域 

トリハロメタン⽣成能、2MIB は年により変動はあります
が、概ね横ばい傾向であり、⽬標は達成されていません。 
⽔道に適した⽔質を実現するためには、より⼀層の努⼒が
必要です。 

⽔の透明度（年平均値）は計画の 1 年⽬から達成してお
り、⽔質（クロロフィル a、COD）も計画の最終年度には
⽬標を達成しました。⼀⽅、まだ⽬標を達成していない地
点がある、アオコは特定の場所では継続して確認されてい
るなど、「遊び、泳げる」印旛沼・流域の実現に向けて、継
続した努⼒が必要です。 

特定外来⽣物（ナガエツルノゲイトウ等）の駆除や植⽣帯
整備による⽔⽣植物群落の保全・再⽣など、ふるさとの⽣
き物を保全する取組が進められています。また、流域で
は、⾥⼭の多様な機能に注⽬した新しい⾥⼭の保全・再⽣
の取組が開始されるなど、ふるさとの⽣き物をはぐくむ取
組が実施されています。 

河川改修等が進んだことにより、治⽔安全度は向上してい
ます。⼀⽅で、2019(令和元)年 10 ⽉の⼤⾬では、堤防か
らの漏⽔や流⼊河川での氾濫等による浸⽔被害が発⽣して
おり、⽔害に強い地域づくりのため、流域での対策も含め
た総合的な防災・減災対策の推進が求められています。 

⼤⾬による環境・体験フェアの中⽌や新型コロナウイルス
感染症に伴うイベント中⽌など、従来の取組が困難な状況
となっています。そうした中でも印旛沼周辺利⽤者は増加
するなど、「⼈が集い、⼈と共⽣」する印旛沼の実現に向け
て取組が実施されています。 

5 つの⽬標                       達成状況 
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評価指標の達成状況 

 

①⽔質 

②アオコ 

③清澄性 

④におい 

⑦湧⽔ 

⑧⽣き物 

⑨⽔害 

⑤⽔道に適
した⽔質 

⽉２回実施されている⽔質調査の年平均値は、COD
は、⻄印旛沼、北印旛沼とも毎年変動し、⽬標値よ
り⾼い値での推移でしたが、2011(平成 23)年度よ
りほぼ横ばいの傾向です。クロロフィル a は、毎年
変動が⾒られましたが、2020(令和 2)年度では⻄印
旛沼、北印旛沼ともに⽬標を達成しています。 

アオコは夏季に複数箇所で継続して確認されまし
た。アオコレベルは 2~4 程度で、第 2 期中ではほ
ぼ同程度でしたが、発⽣箇所はやや減少しました。 

⻄印旛沼での透明度は、各観測回で変動はあります
が、第 2 期期間中の年度平均値は、⽬標（0.4m）
を上回りました。 

⻄印旛沼の⽔を取⽔している印旛取⽔場では、第 2
期期間中においては腐敗臭は確認されず、カビ臭や
⻘草臭、⼟臭の発⽣は以前より減少しましたが、藻
臭および下⽔臭は以前と同程度の発⽣状況でした。 

加賀清⽔湧⽔では、2020(令和 2)年度に少⾬が
継続し枯渇が発⽣しましたが、その他の年度で
は枯渇は発⽣しませんでした。 

ナガエツルノゲイトウの駆除活動等、排⽔機場で
の運転障害等の軽減に向けて取組が実施されてい
る⼀⽅、いまだ群落の繁茂が確認されており、治
⽔リスクは依然として残っています。⽔⽣植物群
落は、系統維持拠点や新たな植⽣帯整備により保
全・再⽣が進められていますが、⼀部の整備箇所
では単調な植⽣に遷移しつつあるなど多様な⽔⽣
植物群落の維持管理が必要となっています。 

河川改修が進められ、治⽔安全度は向上してい
ますが、2019(令和元)年の 10 ⽉ 25 ⽇の⼤⾬
では、⿅島川、⾼崎川や印旛沼の⼀部で浸⽔被
害や堤防からの漏⽔が発⽣しました。 

2-MIB、トリハロメタン⽣成能の年最⼤値は、年に
より変動はありますが、横ばい傾向です。  

★クロロフィルａ 
 ︓年平均 110μg/L 以下 
★COD 
 ︓年平均 10mg/L 以下 

★アオコの発⽣が⽬⽴た
なくなる 

★透明度が改善する 
︓0.4 m 程度 

★臭気が少なくなる 

★注⽬地点での湧⽔が枯
渇しない 

★低⽔流量が増加する 

★特定外来⽣物の被害を
軽減する 

★⽔⽣植物群落を保全・
再⽣する 

★治⽔安全度が向上する 

★2-MIB、トリハロメタ
ン⽣成能が改善する 

⑥利⽤者数 

印旛沼施設周辺の利⽤者は 2019(令和元)年度まで
は年毎に変動がありましたが、利⽤者数はこれまで
と同程度またそれ以上でした。2020(令和 2)年度
はコロナ禍により減少しました。 

★印旛沼・流域に訪れる
⼈が増加する 

評価指標と第 2 期⽬標値  達成状況  
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コラム︓⽔循環の健全性に関する評価指標・評価⼿法 

内閣官房⽔循環政策本部事務局による「⽔循環の健全性に関する評価指標・評価⼿法の検討」にあ
たって、2020(令和 2)年度に印旛沼流域を対象に実証のための試⾏的な評価が実施されました。 

 
▼試⾏評価の結果例（⽬標に対する達成状況） 

 
 

今後、⽔循環の評価指標・評価⼿法が作成・公表された際は、第 3 期⾏動計画のレビュー等、印旛
沼・流域における⽔循環の現状や、⽔循環健全化の取組効果の評価に活⽤していきます。 

 

 

検討の背景 

●⽔循環の現状の評価や各種施策の効果の
評価については、評価指標や評価⼿法が
標準化されていない中で、各地域におい
て、試⾏錯誤的に取り組まれている。 

●流域において実効性の⾼いマネジメント
を⾏うためには、⽔循環の現状や課題を
「⾒える化」することにより、課題に対
して施策がもたらす効果等について定量
的な評価を⾏うことが効果的。 

期待される効果 

流域における⽔循環の現状や施策効果を
「⾒える化」する評価指標・評価⼿法の確
⽴により、流域マネジメントの質の向上を
⽀援 

⽔循環の評価指標・評価⼿法原案の作成 

・既存の評価指標・評価⼿法を調査 
・原案を作成 

⽔循環の評価指標・評価⼿法原案の作成 

・モデル地域で実証 
・有効性・妥当性を評価 

⽔循環の評価指標・評価⼿法原案の作成 

・既存の評価指標・評価⼿法を調査 
・原案を作成 

評価指標・評価⼿法の確⽴ 

印旛沼
で実施 
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3  第３期⾏動計画の基本⽅針  

3.1  取組理念  

第３期⾏動計画の推進にあたって、以下を取組理念とします。 
 

 
みためしの精神から始まった健全化計画は、緊急⾏動計画での「みためし⾏動」から基本

的な知⾒を得て、第１期には流域における各種対策の具体化に取り組む印旛沼ルールや調整
池作成の⼿引きなどを作成しました。 

第２期には、印旛沼に関する総合的な学習に活⽤できる「教員向け環境学習指導案集」の
作成や、印旛沼かわまちづくり計画に基づく⽔辺の拠点整備を実施するなど、⽔循環健全化
の環を広げるための基盤づくりに取り組みました。また、市⺠団体、企業、⼤学、⾏政など
⽴場の異なる関係者が⼀同に集まり印旛沼について考える機会となる「印旛沼流域環境・体
験フェア」の開催など、⽔循環健全化の環

わ
を広げる取組を実施してきました。 

その結果、ナガエツルノゲイトウの協働駆除作戦の継続的な実施に加えて、地域適応コン
ソーシアム事業のモデル地域として流域管理による気候変動適応策の検討が実施されるなど、
健全化会議の枠組みを超えた取組が実施されました。さらには、新川ウォーターフロントプ
ロジェクト、⾥⼭グリーンインフラネットワーク、まるごと印旛沼といった新しい動きが出
てくるなど、印旛沼流域の⽔循環健全化の環は広がり、印旛沼流域創⽣の流れが⽣まれつつ
あります。 
⼀⽅で、2019(令和元)年 10 ⽉の⼤⾬による浸⽔被害の発⽣や、新型コロナウイルス感染症

の発⽣などによって、第２期の後半からは思うような取組は実施できませんでした。印旛沼
流域創⽣の流れをとめずに、どのように未来につないでいくのかが求められています。 

近年の⽔災害の発⽣等を踏まえて、流域に関わるあらゆる関係者が協働して⽔災害対策を
⾏う「流域治⽔」が全国的に進められることとなりました。印旛沼流域においても、流域治
⽔を新たな駆動⼒として、⽔循環健全化の各種取組を強⼒に推進していきます。 

第３期は、印旛沼及び流域を地域の⼤切な資産として活⽤し、流域で活動する多くの⽅々
の取組をつむぎ、それを未来につないでいくための期間と捉えます。 

様々な⽴場の関係者が⽔循環の健全化に参加型で取り組める環境整備や情報発信を⾏い、
総⼒戦で印旛沼流域創⽣に向けた取組を進め、流域に関わる全ての⼈が印旛沼・流域に愛着
を持って、印旛沼・流域での暮らしを楽しみ、安全・安⼼で⼼豊かな⽣活をおくれる地域づ
くり・まちづくりを推進していきます。  

⼈をつなぎ、地域をつなぎ、未来につなぎ 
〜印旛沼流域創⽣に向けて⽔循環健全化の取組をつむぎ、つなげる〜  



 

 

13 

●⼈をつなぎ／多様な主体の情報共有、共感、連携を推進します 

  市⺠や市⺠団体、農業・漁業・観光等沼利⽤者、企業、流域市町、研究機関など、印旛
沼・流域に関わる多様な主体が、情報を共有し、お互いの共感を深めることで、積極的な
連携・協働が図られるよう推進していきます。  

  印旛沼・流域では、第２期の期間に新たな取組（新川ウォーターフロントプロジェクト、⾥
⼭グリーンインフラネットワーク、まるごと印旛沼など）が始まっています。また、それ以外にも
⽔循環健全化につながる多くの取組が印旛沼・流域で展開されています。第３期では、こう
した取組にこれまで以上に注⽬し、連携を推進します。  

 

●地域をつなぎ／顕在化している課題を共有し、連携による地域づくりを推進します 

  顕著化する気候変動による豪⾬災害リスクの増加や新型コロナウイルス感染症など、第２
期計画期間中に⽣じた新たな課題について、地域で危機を共有し、互いに補完し合うこと
で乗り越えることを⽬指します。印旛沼流域内の市町間や、印旛沼からやや離れた⽔源地
域と沼周辺の地域、農村と都市部、流域内と流域外など、印旛沼に関わる地域の有機的
な連携を促し、相互補完や相乗効果の創出を図ります。  

  地域で展開されている地域活性化・賑わいづくり、グリーンインフラ等の先進的な取組を他の
地域にも横展開することで、流域全体での取組に広げていきます。  

  流域市町が中⼼となって推進している地域づくり・まちづくりとの連携を図り、印旛沼及び流
域を活⽤した地域創⽣、地域活性化を図ります。  

 
●未来につなぎ／持続可能な取組により、地域資源である印旛沼流域を次世代に継承します 
  印旛沼との伝統的な付き合い⽅や先⼈達の知恵、⻑い年⽉をかけて育まれてきた歴史や

⽂化、今に引き継がれている印旛沼のある暮らしの豊かさを、地域のアイデンティティとして後
世に引き継ぎます。  

  印旛沼流域と⼈との関わりを強めることで、印旛沼流域が地域共有の財産として、多様な
⼈々により保全・活⽤され、次世代に受け継がれていくことを⽬指します  。  

  印旛沼をめぐる⼈や地域がつながることで、様々な知恵やアイデアの交流が⽣まれ、多くの
課題解決につながる取組が、将来にわたり持続的に展開されることを⽬指します。  

 

印旛沼流域創⽣とは 

「印旛沼流域創⽣」とは、⻑い年⽉をかけて育まれてきた印旛沼流域の歴史や⽂化、印旛沼流
域を特徴づける沼や⽔辺、台地、⾥⼭などの⾃然環境を、流域の多様な主体が⼀丸となって保
全・活⽤し、暮らしの中で楽しむことで、⼈や地域の交流が活発になり、印旛沼を核としたコ
ミュニティ再⽣や、印旛沼流域を中⼼とした地域づくりが活発になる姿をイメージしています。 
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印旛沼流域⽔循環健全化のあゆみ 
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コラム︓2019(令和元)年 10 ⽉ 25 ⽇の⼤⾬とその被害 

2019(令和元)年 10 ⽉ 25 ⽇、太平洋岸に進んだ低気圧と、⽇本の東海上を北上した
台⾵第 21 号の影響によって⼤気の状態が⾮常に不安定となり、関東地⽅から東北地⽅
の太平洋側を中⼼に広い範囲で総降⽔量が 100mm を超える⾬となりました。 

印旛沼流域においても、短時間に 200mm を超える⼤⾬となり、印旛沼の⽔位が既
往最⾼⽔位※まで上昇し、堤防からの漏⽔や流⼊河川でのはん濫等による浸⽔被害が発
⽣しました。 

 

 
※既往最⾼⽔位︓⽔資源開発公団が⽔位管理を開始した昭和 43 年以降に観測された最⾼⽔位 

※ 
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3.2  計画の進⾏管理  

第３期⾏動計画は、PLAN（計画）、DO（実⾏）、CHECK（確認）、ACTION（⾒直し）
および PUBLICATION（公表）の５つの視点を基本として、データサイエンスに基づく進⾏
管理を⾏います。 

 

計画策定 
（PLAN）  第３期⾏動計画を策定します。 

取組の実⾏ 
（DO）  計画に基づき、取組を実⾏します。 

確認 
（CHECK） 

 ⽬標達成状況、取組進捗状況は、それぞれを評価するために
設定する指標により毎年度確認し、健全化会議委員会（以
下、「委員会」という。）で共有します。 

 推進対策は、部会等により毎年総括を⾏い、委員会に報告
し、助⾔と評価を受けます。 

⾒直し 
（ACTION） 

 ⽬標達成状況、取組進捗状況や社会情勢の変化に応じて、柔
軟に各施策や対策群を⾒直します。 

 また、それに応じた指標の⾒直しも必要に応じて⾏います。 
 委員会からの評価と助⾔を次年度の取組に活かします。 

公表 
（PUBLICATION） 

 毎年委員会に報告する⽬標達成状況、取組進捗状況等を年次
報告書等としてとりまとめ、WEB サイト（いんばぬま情報広
場）等により公表します。 
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4  第３期⾏動計画の取組内容  

4.1  取組推進の考え⽅  

(1) 流域治⽔を駆動⼒に、流域⽔循環健全化の推進を図る 

近年の⽔災害による甚⼤な被害を受け、国⼟交通省では、気候変動の影響や社会状況の変化
などを踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で対応する「流域治⽔」へと治⽔の考え⽅
が転換され、2021(令和 3)年 5 ⽉には「流域治⽔関連法」が公布されました。今後はこの考え
⽅に則って、強⼒に対策が進められていくこととなります。 

印旛沼流域⽔循環健全化計画は、治⽔・利⽔・環境が適切なバランスを保っている状態を保
全・再⽣するため、「⽔循環」をキーワードとして、印旛沼に関わる全ての関係者が、様々な
取組を協働して⾏うための計画となっており、計画策定当初より流域治⽔と同様の考え⽅が取
り⼊れられています。 

印旛沼流域では、2019(令和元)年 10 ⽉の⼤⾬による浸⽔被害の発⽣等により、地域住⺠の
「安全・安⼼な社会」への関⼼は⾼まっており、危機意識を共有し、流域関係者の連携強化を
図り、「流域治⽔」を駆動⼒として「⽔循環健全化」の取組推進を加速させます。 

流域治⽔に関わる取組を総合的に進めることで、治⽔安全度の向上のみならず、⽔環境改善
や⽣物多様性保全等の相乗効果が期待できることから、健全化計画の⽬指す印旛沼流域の創⽣
につながります。 

 

印旛沼で⽬指すこれからの流域マネジメント 
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(2) 流域の⼒をつむぎ、取組を加速していく（連携の強化） 

⽔循環健全化につながる対策は幅広く、印旛沼流域に関わるすべての⽅の協⼒と連携が必要
です。流域では⽔循環健全化に資する取組が多く実施されていますが、個別での取組となって
いるものも多く、流域全体の取組としてつなげ、広げていく必要があります。 

第３期⾏動計画では、こうしたひとつひとつの取組にスポットライトを当て、取組を⽀援し
ながら、それぞれの⼒をつむぐ（連携する）ことで流域全体の推進⼒とし、印旛沼流域の⽔循
環健全化の流れを加速させていきます。 

 
 

(3) 新たな政策課題への柔軟な対応 

顕著化しつつある気候変動、それにより激甚化・頻発化する災害、さらには新型コロナウイ
ルス感染症の発⽣等、近年、多くの課題が⽣じています。また、このような状況を踏まえ、
SDGs、気候変動適応、カーボンニュートラル、流域治⽔、グリーンインフラ、ウィズコロナ・
ポストコロナの⽣活様式といった新しい考え⽅やそれを取り⼊れた新たな政策が進められてい
ます。こうした社会状況の変化にも柔軟に対応し、いま進めるべき取組に注⼒し、計画を推進
していきます。 
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コラム︓流域治⽔ 

近年、全国各地で⽔災害が激甚化・頻発化するとともに、気候変動の影響により、
今後、降⾬量や洪⽔発⽣頻度が増加することが⾒込まれています。このため、堤防の
整備、ダムの建設・再⽣などの従来から進められてきた治⽔対策をより⼀層進めると
ともに、集⽔域（⾬⽔が河川に流⼊する地域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸⽔
が想定される地域）にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して⽔災害対策を⾏
う「流域治⽔」を進めることとして、2021（令和 3）年 5 ⽉に「流域治⽔関連法」が
公布されました。 

「流域治⽔」においては、集⽔域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて⼀つの流
域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対
象を減少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・
ソフト⼀体で多層的に進めていくこととなります。 

流域治⽔を進めていくためには、地域住⺠、企業、国・県・市町等の⾏政、農業・
漁業・⽔道等の利⽔者、⼟地所有者等、様々な所属や⽴場の機関や⼈々の連携が不可
⽋です。 

 

 
出典︓「流域治⽔」の基本的な考え⽅，国⼟交通省資料 
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コラム︓SDGs 

SDGs とは、持続可能な開発⽬標（SDGs︓Sustainable Development Goals）であ
り、2001(平成 13)年に策定されたミレニアム開発⽬標（MDGs）の後継として、
2015(平成 27)年 9 ⽉の国連サミットで加盟国の全会⼀致で採択された「持続可能な開
発のための 2030 アジェンダ」に記載された、2030 年までに持続可能でよりよい世界
を⽬指す国際⽬標です。 

17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰⼀⼈取り残さない
（leave no one behind）」ことを誓っています。SDGs は発展途上国のみならず，先
進国⾃⾝が取り組むユニバーサル（普遍的）なものとなっています。（外務省 HP より
引⽤︓https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html） 

印旛沼・流域で総合的に取組を進めていく計画である「印旛沼流域⽔循環健全化計
画」の⽬標や「第 3 期⾏動計画」での取組は、SDGs におけるゴールやターゲットの多
くと重なります。 

例えば、健全化計画の「良質な飲み⽔の源 印旛沼・流域」は、SDGs の「6 安全な⽔
とトイレを世界中に」と、また、「ふるさとの⽣き物はぐくむ印旛沼・流域」は「15
陸の豊かさも守ろう」と、それぞれ対応しており、⽔循環健全化の取組を進めること
は、世界的に取組が進められている SDGs にも寄与することになります。 

※第３期⾏動計画における対策群と SDGs との関係︓ 20 ページ、健全化計画における⽬標と９つの
テーマを参照 

 

 
出典︓外務省 HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html) 
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4.2  取組の体系  

マスタープランである健全化計画では、５つの⽬標達成のために、９つのテーマが設定され
ています。第３期⾏動計画では、この９つのテーマに対して、５カ年で実施する具体的な取組
として、各テーマに紐づく「39 の対策群」を設定し、取組を進めていきます。 

 

(1) 健全化計画の⽬標と 9 つのテーマ 

第２期⾏動計画までは、10 のテーマとその 10 のテーマの推進を⽀える取組を設定し、具体
的な取組を実施してきましたが、第３期⾏動計画策定に合わせて、社会状況の変化やこれまで
の取組の成果等を踏まえて、健全化計画のテーマを「9 つテーマ」に再編しました。 

 

健全化計画における⽬標と９つのテーマ 

 
▲健全化計画における⽬標と９つのテーマ  
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(2) 39 の対策群 

取組の体系は、第２期⾏動計画での体系を引き継ぎ、各テーマに紐づく「39 の対策群」を設
定します。各対策群による効果は特定のテーマのみに発現するものではなく、複数のテーマに
寄与することから、第３期⾏動計画では、対策群は複数のテーマに位置づけられる対策としま
した。 

各対策群の具体的な内容は、4.6（64 ページ）に⽰します。 

健全化計画における 9 つのテーマと第３期⾏動計画における 39 の対策群との関係 
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(3) テーマ毎の取組概要 

①湧⽔や地下⽔を保全・再⽣します。 

第３期における取組⽅針  
印旛沼流域の⽔循環において、⾬⽔の地下浸透が重要となる台地や斜⾯を中⼼に、緑地や

農地など浸透機能を有する場所をできるだけ保全するとともに、住宅の新築・改築時や道路
整備時等の市街地開発における⾬⽔浸透・貯留施設の設置普及を推進します。 

また、グリーンインフラ技術等の導⼊を推進し、流出抑制効果だけでなく、都市気候緩
和、⽔質浄化、景観向上、⾬⽔の⼆次利⽤等、多⾯的な機能の向上に注⽬して取組を進めて
いきます。 

関係する主な対策群  
  1.⾬⽔の貯留・浸透施設の普及  

  3.緑地の保全・緑化の推進  

  4.湧⽔・地下⽔の保全・活⽤  

  20.⾕津及び⾥⼭の保全・活⽤  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲住宅での浸透・貯留施設の普及・啓発のための「印旛沼ルール」パンフレット 
 

  

▲台地・斜⾯での⾬⽔浸透機能の保全・再⽣ 
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②流域から⼊る⽔の汚れを減らします。 

第３期における取組⽅針  
流域から印旛沼に流れ込む⽔の汚れを抑制する対策の要として、下⽔道の普及（整備と接

続）・合併処理浄化槽の整備を⼀層推進し、汚⽔処理⼈⼝普及率の向上を⽬指します。ま
た、合併浄化槽の整備時には、⽣活排⽔中からの窒素及びりんの除去の取組を実施していく
ため、⾼度処理型合併処理浄化槽の普及や浄化槽の維持管理の徹底を推進していきます。そ
の他、環境に優しい農業の推進など、流域で発⽣する⽔の汚れを抑制する対策を合わせて推
進していきます。 

取組にあたっては、「印旛沼に係る湖沼⽔質保全
計画（第８期）」と連携しながら推進を図ります。 

 
関係する主な対策群  
  5.下⽔道の普及  

  6.合併処理浄化槽への転換  

  8.家庭における負荷削減  

  9.環境に優しい農業の推進  

  11.畜産系の負荷削減  

  12.事業所系の負荷削減  

 

  
▲浄化槽の適正維持管理の普及・啓発パンフレット 

▲環境にやさしい農業普及促進 
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③川や沼における⽔環境を保全・再⽣します。 

第３期における取組⽅針  
かつての印旛沼には多様な⽔⽣植物群落が繁茂し、そこを利⽤する多様な⽣物が⽣息・⽣

育していました。印旛沼の⽔環境の保全・再⽣するための対策の要として、多様な⽔⽣植物
群落が繁茂可能な⽔辺エコトーンの再⽣を推進していきます。 

また、印旛沼の多様な⽔⽣植物群落を再⽣・維持していくためには、現在の印旛沼の環境
では⾃⽣が困難である沈⽔植物などの種を絶やさないことも重要な取組であり、中央博物館
と連携し、印旛沼固有の沈⽔植物等の「系統維持」を実施していきます。 

さらに、第 3 期からは、流域治⽔による取組が進められることに伴い、治⽔に加え、⽔質
や⽣態系にも効果的な印旛沼の⽔管理⽅法について検討するものとし、関係機関や研究機関
とも連携しながら検討を進めていきます。 

 
関係する主な対策群  
  13.⽔辺エコトーンの保全・再⽣  

  14.⽔草の系統維持  

  17.その他⽔質改善対策の検討  
 

 
▲印旛沼において⽬指す植⽣帯の姿 

   
▲⽔草（沈⽔植物等）の系統維持 

中央博物館 

⼋代 1 ⼯区 
(北印旛沼) 
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④ふるさとの⽣き物をはぐくみます。 

第３期における取組⽅針  
⾃然環境が持っている多様な機能※を保全・活⽤し、環境と調和した地域づくり（グリーン

インフラの活⽤）を推進していきます。 
第２期では排⽔機場の運転障害の原因となっているナガエツルノゲイトウ（特定外来⽣

物）の駆除など、治⽔上のリスクの低減のためにも必要な取組を実施してきましたが、第３
期では、それに加え、⾕津・⾥⼭の保全・再⽣等のグリーンインフラを活かす取組や、⽔辺
エコトーンを整備した箇所における⾃然環境の保全・再⽣等、⽔循環健全化の取組を進める
ことによって⽣物多様性を保全・再⽣を推進していきます。 
 

関係する主な対策群  
  18.エコロジカル・ネットワーク形成の推進  

  19.多⾃然川づくりの推進  

  20.⾕津及び⾥⼭の保全・活⽤  

 

▲地域・学⽣等との連携によるナガエツルノゲイトウ駆除＞ 

 
▲地域との協働による⾕津の保全活動 

※⾃然環境が持つ多様な機能 
 良好な景観形成 
 ⽣物の⽣息・⽣育の場の提供 
 防災・減災（洪⽔、⼟砂災害、⽕災等の防⽌・抑制） 
 健康・レクリェーション・⽂化 
 地球温暖化の緩和（カーボンニュートラル） 等 
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⑤流域全体で⽔害からまちや交通機関を守ります。 

第３期における取組⽅針  
堤防整備などの河川区域での対策に加え、集⽔域（⾬⽔が河川に流⼊する地域）や氾濫域

（河川等の氾濫により浸⽔が想定される地域）におけるソフト・ハードの両⾯にわたる取組
を流域に関わるあらゆる関係者が協働して⾏う「流域治⽔」を推進します。 
関係する主な対策群  
  1.⾬⽔の貯留・浸透施設の普及  

  3.緑地の保全・緑化の推進  

  20.⾕津及び⾥⼭の保全・活⽤  

  22.流下能⼒の向上  

  23.治⽔施設の質的改良  

  24.治⽔のための弾⼒的な施設運⽤管理  

  25.避難体制の確保  

  26.治⽔施設以外の施設の治⽔活⽤  

  27.その他流域治⽔メニューの検討  
 

 
 

 
▲印旛沼流域の特性を考慮したグリーンインフラ 

▲危機管理型⽔位計 

▲簡易型河川監視カメラ ▲堤防整備 
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⑥⽔辺を活かした地域づくりを推進します。 

第３期における取組⽅針  
関係機関や利⽤者、事業者と連携を図りながら、「印旛沼流域かわまちづくり計画」に基

づくハード整備・ソフト施策を実施し、⽔辺を活⽤した取組を推進するとともに、拠点間の
ネットワーク化、周辺の地域資源とのネットワーク化など、利活⽤の促進に取り組みます。 

また、流域を含めた⽔辺を活⽤した各種イベントや河川のオープン化制度等を活⽤した企
業誘致等、印旛沼・流域の⽔辺の魅⼒を伝える取組を推進します。 
関係する主な対策群  
  28.印旛沼流域かわまちづくりの推進  

  29.⽔辺を活⽤したまちづくりの検討  
 

 
▲「かわまちづくり計画」による⽔辺拠点の整備イメージ 
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⑦印旛沼学習を活発にします。 

第３期における取組⽅針  
第２期で作成した教員向けの「印旛沼環境学習指導案集」を活⽤し、主に⼩中学⽣を対象

に、印旛沼の環境だけでなく、歴史・⽂化や防災など、印旛沼をテーマとした総合的な学習
（印旛沼学習）を推進します。 

また、印旛沼環境基⾦をはじめ、環境学習や⾃然体験等の印旛沼に関する学びの場を提供
している主体と連携し、印旛沼の学習ができる機会を創出していきます。 

関係する主な対策群  
  30.⼩中学校等における印旛沼学習の推進  

  31.市⺠の印旛沼学習の推進  
 

 
 
 

  

▲印旛沼環境学習指導案集 

▲印旛沼講座（イメージ） 

▲環境学習の様⼦ 
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⑧共感を広げ、多様な主体との連携・協働を推進します。 

第３期における取組⽅針  
共感を広げる広報や、相互理解を⽣むコミュニケーションの⼯夫を継続することで、多様

な主体の連携・協働を推進します。 
関係する主な対策群  
  32.広報（双⽅向コミュニケーション）  

  
▲ウェブサイトによる広報              ▲印旛沼環境基⾦助成事業成果報告会 

 

⑨取組を推進する仕組み・制度の検討や調査・研究を推進します。 

第３期における取組⽅針  
激甚化・頻発化する災害や新型コロナウイルス感染症など新たに⽣じた課題や SDGs、カー

ボンニュートラル、気候変動適応、流域治⽔、グリーンインフラ等、新たな考え⽅の政策に
対応するための調査・研究を推進します。また、健全化の取組を推進するために必要な制度
や⽀援策等を検討します。 

さらに、印旛沼をフィールドとした多くの研究や技術開発が進み、これら研究等と連携し
た取組推進が図れるように全国的・国際的な情報交換や研究成果を共有する場の確保等を⾏
います。 

関係する主な対策群  
  35.研究・技術開発の促進  

  37.制度化の検討  

  39.気候変動による流域への影響、緩和・適応策の検討・推進  

▲スゴインバーグッズを使った広報 
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コラム︓印旛沼を知ってもらう取組 

印旛沼について興味を持ち、楽しく知っていただくために、健全化会議では様々な
⼯夫を⾏っています。 
＜ダムカードの作成・配布＞ 

ダムカードは、国⼟交通省や独⽴⾏政法⼈⽔資源機構、⼀部の都道府県や発電事業
者が管理するダムで発⾏されているカードで、ダムのことをより知っていただく⽬的
で、ダムを訪問した⽅に配布されています。カードの⼤きさや掲載項⽬を全国で統⼀
し、表はダムの写真、裏はダムの各種情報を掲載しており、⼈気の⾼いカードです。 

印旛沼のダムカードは、⻄印旛沼、北印旛沼の 2 種類を作成しており、裏⾯には印旛
沼や流域の特徴や魅⼒に関する情報を記載しています。⻄印旛沼ダムカードは、佐倉
ふるさと広場 管理棟「佐蘭花」で、北印旛沼ダムカードはレストラン⽔産センター
で配布しています。 

 
 
 

＜キャラクターによる PR＞ 
多くの⼈に、印旛沼・流域のファンになってもらうことを使命とするヒーロー「ス

ゴインバー」が、イベント等において PR 活動で活躍しています。印旛沼の⽔循環健全
化の取組のテーマにあわせて、それぞれ使命を持っており、楽しく印旛沼について知
っていただくことを⽬指しています。今後も、様々な機会を捉えて PR していきます。 
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4.3  取組の進捗状況を評価する指標  

取組の進捗状況を評価するための指標は次に⽰すとおりです。 
健全化会議では、この指標により、進捗状況を毎年評価し、取組を推進していきます。 
また、この指標は、第 3 期における取組の進捗状況や、新たな取組の状況などを勘案し、計画

期間中においても柔軟に⾒直しや追加を⾏います。 
第 3 期における取組の進捗状況を評価する指標 
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4.4  第 3 期で健全化会議が推進⼒となって進める対策（推進対策）  

(1) 推進対策の設定 

39 の対策群のうち、第３期⾏動計画において健全化会議が推進⼒となって取り組んでいく対
策群について、「推進対策」と位置づけ、積極的な推進を図ります。 
推進対策は以下の２つの視点から設定しました。 
 

視点 A︓治⽔のみならず、利⽔・環境にも効果がある対策のうち、実施主体の連携を強化する
ことで、⼀層の推進が図れる対策 

視点 B︓専⾨的な知⾒等の⽀援が必要な対策 
 
また、推進対策以外の対策群については、各実施主体が中⼼となって、関係機関とも連携を

図りつつ推進します。 
 

推進対策の抽出  
第３期⾏動計画における対策群 取組推進の考え⽅等 推進対策 

1 ⾬⽔の貯留・浸透施設の普及 
※１︓多⾯的な効果がある対策であり、複数のテーマの

視点で関係者が連携して取組を推進 
（例︓流域治⽔対策として⾬⽔浸透施設の普及を図る等） 

● 

2 ⾬⽔調整池の設置・適正な維持管理 
実施主体による取組を実施 
（第 2 期の浸透 WG 等で検討してきた調整池改良等
は、No.32 等で関係主体に実施を促していく） 

 

3 緑地の保全・緑化の推進 ※１同様 ● 

4 湧⽔・地下⽔の保全・活⽤ ※１同様 ● 

5 下⽔道の普及 実施主体による取組を実施  

6 合併処理浄化槽への転換 実施主体による取組を実施 
（第 2 期の⽣活排⽔ WG 等で作成してきたツールの活
⽤を No.32 等で関係主体に促していく） 

 

7 浄化槽等排⽔処理機能の維持  

8 家庭における負荷削減  

9 環境にやさしい農業の推進 

実施主体による取組を実施 
（第 2 期の農業 WG 等で実施してきた農業と印旛沼
のつながりを知ってもらうための取組などは、No.32 等で
関係主体に実施を促していく） 

 

10 循環かんがいの推進 実施主体による取組を実施  

11 畜産系の負荷削減 実施主体による取組を実施  

12 事業所系の負荷削減 実施主体による取組を実施  

13 ⽔辺エコトーンの保全・再⽣ 
整備箇所の選定や整備⽅法、効果検証等、学識者等
からの⽀援を得て取組を推進 ● 

14 ⽔草の保全・活⽤ 
維持管理や⽔草の系統維持について、学識者等からの
⽀援を得て取組を推進 ● 

15 河川・⽔路等における直接浄化 実施主体による取組を実施  

16 河川・沼の清掃等 実施主体による取組を実施  

●︓視点 A、B または両⽅に該当する対策を抽出 
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第３期⾏動計画における対策群 取組推進の考え⽅等 推進対策 

17 その他⽔質改善対策の検討 
より効果的な新たな⽔質改善対策等について、学識者
等からの⽀援を得て検討を実施 ● 

18 エコロジカル・ネットワークの推進 
※１同様︓各対策を推進するにあたり、流域単位での

⽣態系管理・保全の視点も踏まえて取組を推進 ● 

19 多⾃然川づくりの推進 ※１同様 ● 

20 ⾕津及び⾥⼭の保全・活⽤ ※１同様 ● 

21 外来種の駆除 ※１同様 ● 

22 流下能⼒の向上 ※１同様 ● 

23 治⽔施設の質的改良 ※１同様 ● 

24 治⽔のための弾⼒的な施設運⽤管理 
※1 同様 
※2︓関係主体間で情報を共有し、学識者等の助⾔も

得ながら取組を推進 
● 

25 避難体制の確保 ※2 同様 ● 

26 治⽔施設以外の施設の治⽔活⽤ ※1 同様、※2 同様 ● 

27 その他流域治⽔メニューの検討 ※2 同様 ● 

28 印旛沼流域かわまちづくりの推進 
※2 同様 ● 

29 ⽔辺を活⽤したまちづくりの検討 

30 ⼩中学校等における印旛沼学習の推進 
※2 同様 

● 

31 市⺠の印旛沼学習の推進 ● 

32 広報（双⽅向コミュニケーション） 
※2 同様 

● 

33 市⺠活動の連携・協働 ● 

34 環境調査の実施 実施主体による取組を実施  

35 研究・技術開発の促進 

健全化会議で得てきたデータ等の活⽤等、、各種研究
が促進される体制を検討 

 

36 経済的措置の検討  

37 制度化の検討  

38 負荷総量削減の可能性の検討  

39 
気候変動による流域への影響、緩和・適
応策の検討・推進 

※１同様 ● 

 
 
  

●︓視点 A、B または両⽅に該当する対策を抽出 
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(2) 推進対策の取組の進め⽅ 

推進対策は、⼤きく以下の 5 つのカテゴリーに区分し、連携の強化や専⾨的な知⾒からの⽀援
等を⾏い、健全化会議が推進⼒となって取り組んでいきます。 

 

１）流域治⽔を駆動⼒にした⽔循環健全化の取組推進 

流域に関わるあらゆる関係者が協働して⽔災害対策を⾏う考え⽅である「流域治⽔」を駆動
⼒として健全化計画の⽬標達成に向けて取り組みます。 

 

２）川や沼における⽔環境の保全・改善 

⽔辺のエコトーンの保全・再⽣、印旛沼特有の⽔草の系統維持、流域治⽔等の対策と連携し
た効果的な⽔管理⽅策の検討を⾏い、「⽔環境」の保全・改善に取り組みます。 

 

３）⽔辺を活⽤した地域の魅⼒向上 

「印旛沼かわまちづくり計画」による拠点整備、⽔辺拠点や地域資源のネットワーク化によ
る利活⽤促進により、印旛沼・流域の「⽔辺活⽤」によるにぎわいの創出を図ります。 

 

４）印旛沼学習の推進 

印旛沼環境学習指導案集を⽤いた⼩中学校等における印旛沼学習や、印旛沼環境基⾦等と連
携した市⺠の印旛沼に関する「学び」の機会の提供に取り組みます。 

 

５）戦略的な広報 

ウィズコロナ・ポストコロナ社会、DX 技術の導⼊等、新たな社会状況にも対応した、⽔循
環健全化の取組を推進するための「広報」を⾏います。 
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 流域治⽔を駆動⼒にした⽔循環健全化の取組推進 

1 ⾬⽔の貯留・浸透施設の普及  22 流下能⼒の向上 
3 緑地の保全・緑化の推進 23 治⽔施設の質的改良 
4 湧⽔・地下⽔の保全・活⽤ 24 治⽔のための弾⼒的な施設運⽤管理 
18 エコロジカル・ネットワークの形成 25 避難体制の確保 
19 多⾃然かわづくりの推進 26 治⽔施設以外の施設の治⽔活⽤ 
20 ⾕津及び⾥⼭の保全・活⽤ 27 その他流域治⽔メニューの検討 
21 外来種の駆除 39 気候変動による流域への影響、緩和・適応策の検討・推進 

「流域治⽔」とは、気候変動の影響による⽔災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、
ダムの建設・再⽣などの対策をより⼀層加速するとともに、集⽔域（⾬⽔が河川に流⼊する地
域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸⽔が想定される地域）にわたる流域に関わるあらゆる
関係者が協働して⽔災害対策を⾏う考え⽅です。 

印旛沼では、2019（令和元）年 10 ⽉の⼤⾬の際、沼の⽔位は既往最⾼⽔位まで上昇し、堤
防からの漏⽔被害や流⼊河川での氾濫等により、周辺で浸⽔被害が⽣じました。今後、気候変
動の影響等により、降⾬量や洪⽔発⽣頻度が増加する懸念もあり、対応が急務となっています。 

健全化計画の理念には、計画策定当初から流域治⽔の考え⽅が含まれており、また、既に多
様な関係者が連携する体制が整えられているため、健全化計画の中で流域治⽔を推進します。 

具体的な取組内容としては、河川改修や堤防整備、⽔位管理といった流⼊河川や沼での対策、
防災指針を反映した⽴地適正化計画の⾒直し等のまちづくりと連携した対策、河川監視カメラ
の設置やマイ・タイムラインの作成等の安全な避難のための対策、台地上での⾬⽔貯留浸透対
策や、⾕津・⾥⼭の保全・活⽤、⽔⽥等農地の保全・活⽤といったグリーンインフラを活⽤し
た対策等、印旛沼流域の特性を考慮した対策を進めていきます。 

また、流域治⽔対策のうち、例えば、⾬⽔浸透対策は、⾬⽔の流出量を抑制する治⽔の効果
だけでなく、地下⽔涵養（湧⽔量の増加）や⽔質改善（⾯減負荷の削減）といった多⾯的な効
果が期待できるといったように、流域治⽔を推進することが⽔循環健全化で⽬指す「治⽔・利
⽔・環境」に係る効果を実現することにも繋がります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

流域治⽔ 

▲印旛沼・流域の特性を考慮した流域治⽔の取組イメージ 
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⽔循環健全化×流域治⽔マップ 
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流域治⽔を駆動⼒とした⽔循環健全化の取組推進 

第 3 期においては、河川管理者や関係機関、流域市町等による治⽔対策、減災対策を着実に進
めるとともに、健全化会議が推進⼒となって、関係機関の連携を強化し、グリーンインフラの
活⽤を中⼼に、⾕津・⾥⼭の保全・活⽤、⽔⽥貯留、⾬⽔貯留浸透対策等の集⽔域での対策等
について、流域展開を図ります。 

 
出典︓「総⼒戦で挑む防災・減災プロジェクト」，国⼟交通省資料に加筆 

▲印旛沼流域関係者の連携による流域治⽔の推進 

（流域展開に向けた情報共有・連携の推進） 

施策の推進にあたっては、「流域に関わるあらゆる関係者の協働」が重要であり、関係者そ
れぞれが、役割を理解し、機関や部局を超えて連携する必要があります。 

そこで、印旛沼流域健全化会議が中⼼となり、流域関係者に対して、各主体が進めている対
策や新たに試⾏している取組の共有、流域治⽔や⽔循環健全化の取組に関する相互理解を深め
るための情報共有、効果的な取組や全国動向などの情報提供などを⾏います。 

 
◯ 流域展開に向けた情報の共有・対策の検討の内容（例） 
  河川管理者や市町が進める流域治⽔対策の実施状況の共有  

  庁内、流域市町における流域治⽔に関する理解・共通認識の醸成（担当者勉強会等）  

  整理した情報の共有（印旛沼での取組や研究、他地域等の先進事例、国等の施策等）  

  防災・減災に資する情報の提供（洪⽔予測情報、気候予測情報など）  

  各関係機関で進めるべき対策の検討  

  評価⼿法や評価指標の検討  

  社会実装・横展開に向けた検討  

  新たな施策の検討             等   
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① 河川管理者・関係機関による治⽔対策・減災対策の推進 

洪⽔の危険から印旛沼流域を守るため、河川整備、
流域対策等の⼀体となった対策を⾏うことにより治⽔
安全度の向上を図るとともに、治⽔政策の重層化（①
施設による対策、②地域づくりと⼀体となった対策、
③危機管理対応を中⼼とした対策）に取り組みます。 

（氾濫を出来るだけ防ぐ対策） 

印旛沼、⻑⾨川、印旛⽔路では３０年に⼀度発⽣する内⽔に対応できる河川整備とあわせ、
洪⽔に対しては５０年に⼀度発⽣する洪⽔（１時間に６４ｍｍ程度の降⾬）に対応する整備を、
また主要な流⼊河川の⿅島川や⾼崎川では、概ね１０年に⼀度発⽣する洪⽔（１時間に５０ｍ
ｍ程度の降⾬）規模で整備を⾏っています。 

具体的には、印旛沼では、堤防⾼の不⾜している箇所において築堤⼯事を、⿅島川や⾼崎川
の下流区間については河道掘削や護岸整備を実施します。 

また、印旛沼の迎洪⽔位の調整（予備排⽔の実施）を⾏うなどの弾⼒的な施設の運⽤・管理
を⾏います。さらに、関連市町や関係部局と連携を図りながら⾬⽔貯留・浸透施設の設置など
の流域対策を進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲H25 年台⾵ 26 号出⽔状況（⾼崎川） 

⾼崎川 

▲⿅島川 整備イメージ 

▲⾼崎川 整備イメージ 

印旛沼流域貯留浸透事業（県）位置図

▼流域貯留浸透事業 

地下貯留 

テニスコート 
▲治⽔に配慮した⽔位管理（予備排⽔） 

整備イメージ 
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（被害対象を減少させるための対策） 

防災対策・安全確保策を定める「防災指針」等を位置付ける⽴地適正化計画の策定・⾒直し
など、被害対象を減少させるための対策を、流域の状況を踏まえ検討・実施に努めます。 

 
出典︓⽴地適正化計画作成の⼿引き（国⼟交通省 令和３年３⽉改訂） 

▲防災施策と連携したまちづくりの例 

 

（被害の軽減、早期復旧・復興のための対策） 

近年増加している異常降⾬に対して、
危機管理型⽔位計や河川監視カメラの設
置、ハザードマップ等の⽔災害リスク情
報や、防災・避難情報等の提供、マイ・
タイムラインの作成⽀援など、流域住⺠
の安全な避難のための対策等に取り組ん
でいきます。 

  

▲洪⽔浸⽔想定区域図 
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② あらゆる関係者の連携による流域治⽔対策の推進（印旛沼モデル） 

健全化会議が推進⼒となり、⾏政機関、流域住⺠、企業等あらゆる関係者の連携を強化し、
グリーンインフラの活⽤による集⽔域での対策や、⽔運⽤施設・農業施設を有効活⽤した対策
等、印旛沼・流域の特性を活かした流域治⽔対策（印旛沼モデル）の展開を図ります。 

（流域情報の整理） 

効果的な施策の推進を図るため、印旛沼流域における様々な情報や関連事例を収集整理しま
す。また、整理した情報に基づいて、「流域マネジメントマップ（仮称）」を作成します。検
討・作成にあたっては、印旛沼流域について検討・研究を⾏っている様々な⾏政機関や研究機
関と連携を図ります。 

 
▲流域マネジメントマップ（仮称）のイメージ 

（対策の試⾏・推進・展開） 

印旛沼流域の特性や地域において既に展開されている取組等を踏まえ、印旛沼流域の健全
化・流域治⽔に資する取組を進めるため、新たな施策の試⾏や、既往施策の効果的な推進のた
めの検討、流域全体への横展開に向けて必要となる⽅策として、担い⼿の確保策（農業振興、
市⺠団体の⽀援等）の検討、制度等による推進・⽀援策（⾏政計画への位置付け、補助制度の
創設等）の検討などを⾏います。 
 
◯ 試⾏・推進・展開する対策（例） 
  ⽔⽥貯留の検討や試⾏  

  ⾕津の保全の推進や展開  

  ⾬⽔貯留浸透対策の推進（台地上の浸透対策等）  

  流域の洪⽔予測情報の提供（⽔運⽤施設の運⽤管理や避難への活⽤等）  

  低地排⽔路、中央排⽔路、排⽔機場等の農業施設の弾⼒的運⽤、農地の活⽤  
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▲⿅島川流域（四街道市）における⽥んぼダム導⼊効果の現地実証 

 

 
▲⾼崎川流域（富⾥市︓⼤⾕津）での⾕津の湿地再⽣の取組 
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コラム︓グリーンインフラ 

⾃然環境が有する多様な機能を賢く活⽤し、持続可能な社会と経済の発展に寄与す
るインフラのことを『グリーンインフラ』と⾔います。2015（平成 27）年に閣議決定
された国⼟形成計画では「社会資本整備や⼟地利⽤等のハード・ソフト両⾯におい
て、⾃然環境が有する多様な機能（⽣物の⽣息・⽣育の場の提供、良好な景観形成、
気温上昇の抑制等）を活⽤し、持続可能で魅⼒ある国⼟づくりや地域づくりを進める
グリーンインフラに関する取組を推進する」という⽅針が盛り込まれました。これを
受け、2019（令和元）年には国⼟交通省がグリーンインフラ推進戦略を発表し、グリ
ーンインフラに関⼼をもつ研究者や実務者が「グリーンインフラ研究会」を結成し、
情報交換や普及活動が実施されています。 

国⼟交通省では、グリーンインフラの当⾯の考え⽅として、社会的課題に⾃然環境
が有する機能を活⽤することで、防災・減災や地域振興、⽣態系保全に対応をしてい
く⽅針を⽰しています。 

 

 
出典︓国⼟交通省 グリーンインフラポータルサイト 

図 グリーンインフラの考え⽅ 
 
印旛沼流域で展開されている、「耕作放棄された⾕津を活⽤したグリーンインフラ

の取組」は、次ページに⽰すように、全国の中でも先進的な取組として取り上げられ
ています。 
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出典︓国⼟交通省社会資本整備審議会・交通政策審議会 環境部会・技術部会 グリーン社会ＷＧ資料 

 
⾕津を活⽤したグリーンインフラの取組は、以下に⽰すような⾕津の持っている

様々な機能を賢く活⽤する取組です。 
① ⾕津の地形の活⽤や改良（耕作放棄地の復⽥等）により、⾬⽔をゆっくりと流出さ

せる（治⽔効果） 
② 保全・再⽣した⾕津内の湿地に⾬⽔や湧⽔をゆっくり流すことにより、印旛沼の⽔

質悪化の原因となっている窒素やリンを除去（⽔質浄化） 
③ 湿地を保全・再⽣することによって、湿地環境を好む貴重な⽣物を保全・再⽣（⽣

態系保全） 
④ 保全・再⽣した⾕津環境を、環境教育や地域交流・リクリエーションの場として活

⽤（地域活性化） 
⑤ ⼿⼊れの⾏き届いた⾕津の美しい景観（地域の景観形成） 

 
このような取組は、地域の住⺠の⽅々、流域外の主体や個⼈、研究者、⾏政等の多

様な関係者の連携によって進められており、流域に関わるあらゆる関係者の協働によ
って進められる流域治⽔の典型的な取組といえます。 

印旛沼流域には、数多くの⾕津がありますが、取組を流域全体に広げることで、
様々な効果が期待できます。 
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 川や沼における⽔環境の保全・改善 

13 ⽔辺エコトーンの保全・再⽣  17 その他⽔質改善対策の検討 
14 ⽔草の保全・活⽤  

かつて、印旛沼・流域には多様な⽣物が⽣息・⽣育していましたが、⾼度経済成⻑に伴う⼟
地利⽤の変化や印旛沼開発事業の実施等により、印旛沼・流域の⽔環境は⼤きく変わりました。 

印旛沼においては、1965(昭和 40)年代頃までは、沈⽔植物をはじめとする多くの⽔草が繁茂
し、良好な⽔質や⽣物多様性が維持されていました。また、モク採りなどを通じて⽔草が農地
の堆肥として有効活⽤されることにより印旛沼に流⼊した栄養塩類が流域に戻るといった物質
循環が形成されていました。そのような状況の中で実施された印旛沼開発事業は、治⽔安全度
の向上や利⽔の安定供給などの恩恵を地域にもたらした⼀⽅で、湖岸形状や、流れ・⽔深の変
化などによって、印旛沼の⽣態系は⼤きく変化し、今ではオニビシなど数種を除き、ほとんど
の沈⽔植物・浮葉植物は姿を消しました。 

そこで、健全化会議では、エコトーン整備などの対策により、印旛沼の多様な⽔⽣植⽣群落
の保全・再⽣を⾏い、沼の⽔質改善、⽣物多様性の確保等の環境⾯、それに加えて、⽔産資源
や印旛沼らしい景観の保全等、社会・経済、⽂化的な側⾯も考慮して、⽔環境の保全・改善に
取り組んでいきます。 

 

 
▲印旛沼の⽔辺の変化 

 

⽔環境 
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① ⽔辺エコトーンの保全・再⽣ 

印旛沼の⽔質改善、⽣物多様性の確保や景観の保全等も含めた⽔環境の保全・改善を図るた
め、第 1 期、第 2 期において、エコトーン整備などの対策により、印旛沼の植⽣再⽣に関する
取組を進めてきました。 

（第 1 期における取組の成果と課題） 

かつて印旛沼で繁茂していたが、現在では消失してしまった⽔草の埋⼟種⼦の存在及び発芽
ポテンシャルの確認と、その発芽に必要な条件の確認を⽬的に植⽣再⽣実験を実施しました。
その結果、印旛沼の沼底には、発芽可能な埋⼟種⼦が存在しており、その発芽には沼底に充分
な光が必要であることがわかりました。そこで、以下に⽰す主な 2 つの⽅法で９ヵ所の植⽣帯整
備を実施しました。 

①埋⼟種⼦を含んだ底泥で盛⼟し浅瀬をつくる⽅法 
②埋⼟種⼦を含む沼底に光が届くように⽔位を変動させて浅瀬をつくる⽅法 
植⽣再⽣実験・植⽣帯整備によって、合計 39 種の⽔草の再⽣に成功し、再⽣した⽔草は、系

統維持拠点（県⽴中央博物館と植⽣帯整備箇所（甚兵衛⼤橋⼯区、⼋代 1 ⼯区、⾅井⽥ 1 ⼯区）
において管理・維持しています。 

⼀⽅で、現在の印旛沼の⽔質・底質の状況や他⽣物による⾷害の影響のため、沈⽔植物群落
の形成と⻑期的な維持には、⼿厚い維持管理が必要であり、すぐには⼤規模な群落の再⽣は難
しいことが分かりました。 
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（第 2 期における取組の成果と課題） 

第 1 期で得られた知⾒や課題を踏まえ、沈⽔植物だけでなく、抽⽔植物も含めた多様な⽔草の
⽣育環境の保全・再⽣を⾏うとともに、印旛沼の⽔質悪化の要因の⼀つとなっている底質の改
善を図るため、底泥浚渫と組合せたエコトーン整備⼯法の確⽴に取り組みました。 

その結果、底泥浚渫により沼内の浮泥を効果的に持ち出せることを実証するとともに、有効
な整備⼿法として、浮泥除去を⾏った上でエコトーン植⽣帯整備を⾏う⼯法を試⾏・確⽴しま
した。 

⼀⽅、これまでに整備を進めてきた箇所において、整備箇所によっては、陸地化や植⽣の単
調化が進んでいることが確認されたことから、それらの改良や今後の維持管理が必要であるこ
とが分かりました。 

また、第 1 期から継続して系統維持拠点における⽔草の系統維持に取り組み、健全化の取組に
よって再⽣した⽔草の種の維持に取り組んでいます。 

 
 ▲浚渫と組み合わせた植⽣帯整備の様⼦ 
 

   
 ▲県⽴中央博物館での系統維持の様⼦  

⼟浮東⼯区での整備の例 

底泥浚渫の様⼦ 

浚渫⼟で盛⼟ 



 

48 

（第 3 期における取組⽅針） 

第 1 期、第 2 期で得られた知⾒や課題を踏まえ、底泥浚渫を組合せた⼯法等により効率的・
効果的なエコトーン整備を⾏うとともに、将来的にも植⽣帯の機能を適切に維持するため、効
果的な維持管理⽅法を検討・実施します。 

また、整備箇所や周辺の特性、地域ニーズ等に応じて、⽣物多様性の保全、⽔産資源の保全、
景観の保全、賑わいや環境学習の場としての活⽤等、多様な機能の発揮を念頭においた整備や
維持管理を実施します。 

さらに、植⽣帯整備箇所毎の特性を踏まえ、その機能を適切に評価するための指標を検討・
設定するとともに、モニタリングを実施し、評価・検証を⾏います。 

 
▲⽔辺エコトーンの整備 
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② ⽔草の系統維持 

将来、印旛沼で沈⽔植物などの⽔草が維持できる環境になった時に印旛沼内での群落再⽣を
促すため、印旛沼固有の⽔草を維持することが重要です。このための取組を「系統維持」と呼
んでいます。エコトーンの整備等で沈⽔植物群落の再⽣に成功した整備箇所を「系統維持拠点」
として位置づけ、沈⽔植物が⽣育できるよう管理しています。さらに、種そのものが絶えるこ
とがないよう、中央博物館と連携し、施設内の樽型⽔槽で沈⽔植物等を維持しています。 

系統維持拠点では、施設の⽼朽化や植⽣の単調化が⾒られるところもあることから、今後も
適切に系統維持が⾏えるよう、必要な改良や維持管理を⾏います。 

また、中央博物館と連携した系統維持を着実に継続実施するとともに、地域と連携した系統
維持の取組を実施していきます。 

 
③ その他⽔質改善対策の検討 

将来の⽔環境の⽬標達成に向け、⽔質形成機構の解明や、中・⻑期的対策の検討を進めます。 
検討にあたっては、第 3 期から進める流域治⽔等の新たな⽔管理に係る取組と連携し、⽔質改

善や⽣態系保全にも寄与する⽔運⽤⽅法の検討などを⾏います。また、流域で進めるグリーン
インフラ等の対策による⽔質改善、⽣態系保全等の効果を評価するとともに、より効果的な対
策⽅法等について検討します。 

○⽔管理施策と連携した⽔環境改善対策の検討例 
【流域治⽔施策との連携】 
  予備排⽔の運⽤等の⽔管理（⽔位低下運⽤）による滞留時間の短縮や沼の流動化、

⽔位変動（⽣態系に与えるかく乱）  

  低地排⽔路、中央排⽔路、排⽔機場等の農業施設の弾⼒的運⽤、農地の活⽤  

【既存施設を活⽤した⽔質改善】 
  排⽔機場などの運⽤による沼の流動化  
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コラム︓印旛沼由来の⽔草の系統維持 

印旛沼はかつて⽔草の宝庫と⾔われ、40 種を超える⽔草が⽣育していました。『モ
ク採り』と称して、⽔草を⼤量に取り、⽥畑の肥料として使⽤されていたほどです。
しかしながら、1969(昭和 44)年に完成した印旛沼開発事業を契機に激減し、現在はそ
のほとんどは姿を⾒ることはできなくなりました。そこで、健全化会議ではこの消失
してしまった⽔草を再⽣し、継続的に維持する取組を『⽔草の系統維持』として実施
しています。現在の印旛沼の⽔環境では⽔草の継続的な⽣育は難しいため、⽣育可能
な⽔環境に改善されるまでの間、種が途絶えないよう、将来につなげる取組です。 

印旛沼⼲拓事業等により、かつて印旛沼であった場所は埋め⽴てられてしまってい
ることから、かつて沼底だった⼟壌を採取、または露出させることで沈⽔植物の発芽
を促す取組を実施しています。この取組によって、これまで 23 種の沈⽔植物の再⽣に
成功しました。再⽣に成功した沈⽔植物は、県⽴中央博物館でも保全しています。 

現在では、印旛沼の中で３箇所を系統維持拠点として位置づけ、沈⽔植物が繁茂す
る環境整備を実施しています。 

 

 

系統維持拠点（⼋代 1）の様⼦
・植⽣帯整備事業として整備 
・堆積していた底泥を除去して
かつての沼底を露出した整備 

・沈⽔植物だけでなく、ヨシ・
マコモ・ヒメガマなど⽐⾼に
応じた多様な⽔⽣植物の再⽣
に成功した 

中央博物館の様⼦ 
・樽型⽔槽の中で再⽣した
印旛沼由来の⽔草を保全 



 

51 

 
 ⽔辺を活⽤した地域の魅⼒向上 

28 印旛沼流域かわまちづくりの推進  29 ⽔辺を中⼼とした流域の賑わいの創出 

印旛沼及びその流域には、都市や成⽥空港から近距離にありながら、貴重な⾥沼（⽔辺＋⾥
⼭）が残されており、周辺には数多くの歴史・⽂化資産が点在しています。また、印旛沼付近
⼀帯は、県⽴⾃然公園（印旛⼿賀⾃然公園）に指定されています。東京湾と利根川を結ぶ広域
的なサイクリングロードの⼀部として、印旛沼沿いに⾃転⾞道が整備されており、⽇常的にウ
ォーキング、ハイキング、サイクリングなどに利⽤されています。 

⼀⽅、鉄道駅から沼の⽔辺まで約 2〜3km と距離があり、また、周辺が優良農地であること
から、既存の駐⾞場は、佐倉ふるさと広場や双⼦公園等、数箇所にとどまっており、印旛沼へ
のアクセスの向上が課題となっています。また、⽔辺を⾒渡せる堤防天端が舗装されておらず、
堤内地側に低地排⽔路があるなど、⽔辺にアプローチしにくく、沼の⽔に触れたり、ボートを
下ろしたりできる場所も限られており、親⽔性が低い状況になっています。 

このように印旛沼・流域の⽔辺等を、地域資産として⼗分に利活⽤しきれていない状況であ
り、地域の魅⼒向上に向けた取組が必要です。 

 

第２期までの取組の成果 
＜印旛沼かわまちづくり計画による拠点の整備＞ 

上記のような状況を踏まえ、印旛沼の⽔辺及び流域の地域資産の利活⽤の推進を図るため、
印旛沼に接する流域の 5 市町（佐倉市、成⽥市、印⻄市、酒々井町、栄町）が「印旛沼流域かわ
まちづくり計画」を国⼟交通省に登録申請し、2015(平成 27)年 3 ⽉に「かわまちづくり」⽀援
制度に登録されました。また、その後、2017(平成 29)年 3 ⽉には、⼋千代市を加えて 6 市町の
計画に変更、さらに、2020（令和 2）年 3 ⽉には、流域の状況等を踏まえて計画期間や内容等
を変更しました。 

「印旛沼流域かわまちづくり計画」では、⽔辺及び周辺⾥⼭の⾃然環境、景観、歴史・⽂化、
農・⽔産物等の地域資源をネットワークで結び、サイクリングやウォーキング等の活動を組み
合わせた、印旛沼流域の総合的な利活⽤を推進することにより、『（個⼈）⼼と⾝体の健康』、
『（地域）経済活性化』、および印旛沼への関⼼を⾼め、『（流域）⽔質改善（⽔循環健全
化）』を図るとともに、併せて『地域防災⼒の向上』を図ることとしており、計画策定以降、
印旛沼流域かわまちづくり計画に基づき、⽔辺拠点や⼀⾥塚の整備を実施してきました。 

 
 
 
 
 
 

  

⽔辺活⽤ 

⻄印旛沼⽔辺拠点 飯野⼀⾥塚 
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＜市⺠団体や企業等との連携強化⽅策の検討＞ 

流域のまちづくりを進めていくためには、流域の市⺠団体や企業等との連携が⽋かせないた
め、第 2 期においては、⽔と地域のネットワークワーキングの取組により、市⺠、市⺠団体、企
業等との連携を進めるための⽅策等の取組を実施してきました。 

【印旛沼連携プログラムの更新】  
  市⺠団体や企業等ができるだけ参加しやすくなるように内容を更新しました。  

【おすすめ景観スポットマップの作成】  
  印旛沼の魅⼒的な場所をおすすめ景観スポットとしてマップを作成しました。  

【⾥沼ウォーキングマップの更新】  
  第１期に作成した⼈気の⾥沼ウォーキングマップの内容の更新・配布を⾏いました。  

     
▲⾥沼ウォーキングマップ  ▲印旛沼連携プログラムのパンフレット／ガイドブック 

 
▲印旛沼のオススメ景観スポットマップ  
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第３期における取組 

第３期では、第２期までの取組を踏まえ、印旛沼へのアクセス性の向上、周辺の地域資産や
整備した⽔辺拠点の活⽤を含めた印旛沼・流域のにぎわいを⾼める取組を推進します。 

具体的には、「印旛沼流域かわまちづくり計画」に基づく拠点整備を進めるとともに、整備
した拠点の活⽤を含め、流域全体の⽔辺の利活⽤⽅策を検討・実施します。 

① かわまちづくり計画による拠点整備・ネットワーク化 
  かわまちづくり計画に基づき、拠点を整備します。  

  既存整備箇所や周辺の観光施設などを含めた、サイクリングや⾈運等による印旛沼・周辺
地域のネットワーク化を推進します。  

 
▲「かわまちづくり計画」による印旛沼周辺のネットワーク化の推進 

 

② 印旛沼・流域における⽔辺の利活⽤⽅策の検討・実施 
  様々な主体による⽔辺を利活⽤した⾃然体験や遊び等の状況を把握・整理します。  

  ⾏政等で整備した施設等を活⽤した現場⾒学会（流域治⽔のソフト施策との連携も検
討）等を検討・実施します。  

  河川空間のオープン化など、⽔辺拠点の利活⽤や、⾈運やサイクリング等により拠点間のネ
ットワーク化を推進するための対策等を検討・実施します。  

  「佐倉ふるさと広場」、「道の駅やちよ」を中⼼に⽔辺の賑わいを形成しつつ、⾕津・⾥⼭等
流域の⾃然環境や観光施設などの地域資源をネットワークで結ぶなど、利活⽤促進のため
の⽅策を検討します。  
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